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1.はじめに 
 

今回の「Ver.5.3.0.0」では、平成 28 年４月から地域区分の変更のある「通所支援」「児童相談支援」

の対応、及び機能改善、機能追加を行いました。 

 

1.1.1.1.障がい児サービスに係る地域区分の変更障がい児サービスに係る地域区分の変更障がい児サービスに係る地域区分の変更障がい児サービスに係る地域区分の変更    

  平成 28 年４月に障害児サービスに係る地域区分について見直しが行われました。 

それに合わせて、「障害児相談支援」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」における 

平成 28 度の地域区分変更に対応しました。 

※障害者サービス（居宅介護・計画相談支援）については、平成 24 年度報酬改定における 

見直しが平成 27 年４月に完全施行されたため、今回見直しはありません。 

 

 

2.2.2.2.機能強化・機能追加機能強化・機能追加機能強化・機能追加機能強化・機能追加    

 ①利用者の複数指定印刷（記録票/提供票予定入力、記録票/提供票実績入力） 

 ②取込時の上書き取込防止（日報入力、記録票/提供票実績入力） 

 ③選択行削除（日報入力） 

 ④一覧画面での請求区分等の表示（日報入力） 

 ⑤課税区分に対象外を追加 

 ⑥費用負担者の管理 

 ⑦帳票の A3 縦サイズ対応 

 ⑧サービス担当者会議の担当者数増加（相談支援） 

 ⑨次回計画見直し日の追加 

 ⑩作成ファイル名の変更チェック 

 ⑪利用者負担金請求書・領収書の様式追加 

 ⑫バックアップ時のメッセージ 

 ⑬SQLServer の再起動 
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2. 平成 28 年度地域区分変更 

 

 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定において、経過措置期間を設けた上で見直しを行ったとこ

ろであるが、今般、平成 26 年８月の人事院勧告に伴う「社会福祉施設等の措置費対象施設の地域区分」

の見直しが、平成 28 年４月に完全施行されることを踏まえ、障害児サービスに係る地域区分について

も、見直しが行われました。 

それに合わせて、介五郎（総合支援版）でも「障害児相談支援」「児童発達支援」「放課後等デイサービ「障害児相談支援」「児童発達支援」「放課後等デイサービ「障害児相談支援」「児童発達支援」「放課後等デイサービ「障害児相談支援」「児童発達支援」「放課後等デイサービ

ス」ス」ス」ス」における平成 28 年度の地域区分変更に対応しました。 

 

※障害者サービスの地域区分については、平成 24 年度報酬改定における見直しが平成 27 年４月に完 

全施行されたことを踏まえ、今回は見直しはありません。 
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2-1. 平成 28 年度地域区分 

 

 障害児の地域区分の上乗せ割合の変更、報酬単価の見直しについては下記のとおりです。 
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地域区分の変更については下記のとおりです。 

 

 



●現行（平成 26年度まで）の地域区分と見直し後の最終的な地域区分を適用する対象地域の比較【官署所在地】 

 

 

  
見直し後（平成 28年度以降）の障害児の地域区分 

１級地（２０％） ２級地（１６％） ３級地（１５％） ４級地（１２％） ５級地（１０％） ６級地（６％） ７級地（３％） その他（０％） 

現
行
（
平
成
２
６
年
度
ま
で
）
の
障
害
児
の
地
域
区
分 

１級地 
（１８％） 

東京都 特別区                             

２級地 
（１５％） 

    茨城県 
埼玉県 
千葉県 
東京都 

 
 

神奈川県 
大阪府 

取手市 
和光市 
印西市 
武蔵野市、町田市、 
国分寺市、狛江市、 
清瀬市、多摩市 
厚木市 
大阪市、守口市 

千葉県 
東京都 

 
神奈川県 
大阪府 
兵庫県 

成田市 
国立市、福生市、 
稲城市、西東京市 
鎌倉市 
門真市 
芦屋市 

                    

３級地 
（１２％） 

    茨城県 
千葉県 
東京都 

 
神奈川県 
愛知県 

つくば市 
袖ケ浦市 
調布市、小平市、 
日野市 
横浜市、川崎市 
刈谷市、豊田市 

埼玉県 
東京都 
愛知県 
大阪府 
兵庫県 

さいたま市、志木市 
八王子市、府中市 
名古屋市 
高槻市 
西宮市、宝塚市 

千葉県 
東京都 
大阪府 

 
奈良県 

船橋市、浦安市 
立川市 
吹田市、寝屋川市、 
箕面市 
天理市 

                

４級地 
（１０％） 

  
  

  
  

  
  

  
  

茨城県 
千葉県 
東京都 
愛知県 
大阪府 

  

守谷市 
千葉市 
青梅市、東村山市 
豊明市 
池田市、大東市 
  

神奈川県 
三重県 
大阪府 
兵庫県 

 

相模原市、藤沢市 
鈴鹿市 
豊中市 
神戸市 
  

茨城県 
千葉県 
東京都 

神奈川県 
 

滋賀県 
京都府 
大阪府 

 
兵庫県 
奈良県 
広島県 
福岡県 

水戸市、土浦市 
市川市、松戸市、富津市 
三鷹市、あきる野市 
横須賀市、大和市 
茅ヶ崎市 
大津市、草津市 
京都市 
堺市、枚方市、茨木市、 
八尾市、東大阪市 
尼崎市 
奈良市、大和郡山市 
広島市 
福岡市 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

５級地 
（８％） 

          
  

 
  

      

６級地 
（６％） 

            茨城県 
埼玉県 
京都府 
大阪府 

牛久市 
東松山市、朝霞市 
京田辺市 
羽曳野市 

茨城県 
千葉県 

神奈川県 
愛知県 
三重県 
滋賀県 
兵庫県 

日立市 
佐倉市、市原市 
平塚市 
西尾市、知多市 
四日市市 
栗東市 
伊丹市、三田市 

宮城県 
茨城県 
栃木県 
埼玉県 

 
 

千葉県 
神奈川県 
山梨県 
静岡県 
愛知県 
三重県 
滋賀県 
京都府 
大阪府 

 
 

奈良県 

仙台市 
古河市 ひたちなか市 
宇都宮市 
川越市 川口市 行田市 所沢市、 
飯能市、加須市、越谷市、戸田市、 
入間市、 三郷市  
茂原市 柏市 
葉山町 
甲府市 
静岡市 沼津市 御殿場市 
瀬戸市 碧南市 
津市 
守山市 
宇治市 亀岡市 
岸和田市 泉大津市 泉佐野市、 
富田林市、河内長野市、和泉市、 
藤井寺市 
大和高田市 橿原市 

        

７級地 
（３％） 

                宮城県 
茨城県 
埼玉県 

神奈川県 
愛知県 
大阪府 
福岡県 

多賀城市 
龍ヶ崎市 
坂戸市 
小田原市 
みよし市 
柏原市、交野市 
春日市、福津市 

栃木県 
群馬県 
埼玉県 

 
千葉県 

 
神奈川県 
岐阜県 
静岡県 
愛知県 

 
三重県 
滋賀県 
京都府 
大阪府 

 
兵庫県 
奈良県 

和歌山県 
香川県 
福岡県 

大田原市 
高崎市 
春日部市、鴻巣市、上尾市、草加市、 
久喜市、鳩山町、杉戸町 
野田市、東金市、流山市、酒々井町、
栄町 
三浦市 
岐阜市 
磐田市 
岡崎市、春日井市、津島市、安城市、 
犬山市、江南市、弥富市、豊山町 
桑名市 
彦根市 
向日市 
泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、 
太子町 
明石市 
香芝市、王寺町 
和歌山市、橋本市 
高松市 
太宰府市、糸島市、粕屋町、 

北海道 
宮城県 
茨城県 
栃木県 
群馬県 
埼玉県 
千葉県 
東京都 
富山県 
石川県 
福井県 
長野県 
岐阜県 
静岡県 

 
愛知県 
三重県 
滋賀県 
兵庫県 
奈良県 
岡山県 
広島県 
山口県 
福岡県 
長崎県 

札幌市 
名取市 
筑西市 
鹿沼市、小山市 
前橋市、太田市 
熊谷市 
八街市 
武蔵村山市 
富山市 
金沢市 
福井市 
長野市、松本市、諏訪市 
大垣市、多治見市、美濃加茂市 
浜松市、三島市、富士宮市、富士市、 
焼津市、掛川市、袋井市 
豊橋市、一宮市、半田市、小牧市 
名張市、伊賀市 
長浜市 
姫路市、加古川市、三木市 
桜井市、宇陀市 
岡山市 
廿日市市、海田町、坂町 
周南市 
北九州市、筑紫野市、宇美町 
長崎市 

    

その他 
（０％） 

                    茨城県 
栃木県 
埼玉県 

神奈川県 
長野県 
愛知県 
三重県 
滋賀県 
京都府 
大阪府 
兵庫県 
福岡県 

神栖市 
下野市 
羽生市、深谷市、滑川町 
二宮町 
塩尻市 
豊川市、田原市 
亀山市 
甲賀市 
木津川市 
岬町 
赤穂市 
新宮町 

茨城県 
栃木県 
群馬県 
千葉県 
新潟県 
石川県 
山梨県 
長野県 
岐阜県 
静岡県 
愛知県 
滋賀県 
広島県 
徳島県 
香川県 

笠間市、鹿嶋市 
栃木市、真岡市 
渋川市 
木更津市、君津市 
新潟市 
内灘町 
南アルプス市 
伊那市 
各務原市、可児市 
藤枝市 
常滑市、飛島村 
東近江市 
三原市、東広島市 
徳島市、鳴門市、阿南市 
坂出市 

全ての都道府
県の１級地か
ら７級地以外
の地域 
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2-2. 地域区分の設定 

 

地域区分入力画面 

 

 

項目 説明 

地域区分 平成 24 年度 平成 24 年度の地域区分を設定します。 

平成 25 年度 平成 25 年度の地域区分を設定します。 

平成 26 年度 平成 26 年度の地域区分を設定します。 

平成 27 年度 平成 27 年度の地域区分を設定します。 

平成 28 年度 平成 28 年度の地域区分を設定します。 

地域区分確認 地域区分印刷 平成 28 年度の地域区分の参考資料を表示します。 

旧地域区分印刷（障がい児給付） チェックすることで、旧の地域区分参考資料を確認することがで

きます。 

 地域区分印刷（全国版） 旧地域区分（平成 27 年度）の参考資料を表示します。 

地域区分印刷（近畿版） 旧地域区分（平成 27 年度）近畿版の参考資料を表示します 

地域区分印刷（全国版） 旧地域区分（平成 24～26 年度）の参考資料を表示します。 

地域区分印刷（近畿版） 旧地域区分（平成 24～26 年度）近畿版の参考資料を表示します。 

旧児童デイ（全国版） 旧児童デイ（旧制度）の地域区分の参考資料を表示します。 

旧児童デイ（近畿版） 旧児童デイ（旧制度）の地域区分近畿版の参考資料を表示します。 
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＜地域区分設定の手順＞ 

 

 平成 28 年度の新しい地域区分は下記の手順で設定を行ってください。今回設定が必要なサービスは、

「放課後等デイサービス」「児童発達支援」及び、「児童相談支援」です。 

 

注意！注意！注意！注意！    通所支援において、すでに４月の予定入力をされている場合は地域区分設定後に、予定通所支援において、すでに４月の予定入力をされている場合は地域区分設定後に、予定通所支援において、すでに４月の予定入力をされている場合は地域区分設定後に、予定通所支援において、すでに４月の予定入力をされている場合は地域区分設定後に、予定

入力で再計算を行う必要があります。入力で再計算を行う必要があります。入力で再計算を行う必要があります。入力で再計算を行う必要があります。    

 

 

 

① 以下の手順で「事業所台帳」を起動します。 

 

・メインメニューの「事業所台帳」をクリック 

 

 

・メニューバーの「共通台帳(M)」-「事業所台

帳(J)」をクリック 

 

  

 

② 画面右上の地域区分入力ボタンをクリックし

ます。 
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③ 地域区分入力画面が表示されます。平成 28 年

度が空欄になっているので、新しい地域区分を

選択します。 

 

 

 

地域区分印刷ボタンをクリックすることで、

平成 28 年度の地域区分を確認することがで

きます。 

  

 

④ 地域区分が選択できたら確定をクリックしま

す。 

 

 

  

 

⑤ 事業所台帳画面に戻ったら登録(F9)をクリッ

クします。 

※登録をクリックせずに終了すると、変更した

内容が確定されません。ご注意ください。 

 

 

  

登録確認画面ははい(Y)を、登録完了画面は

OK をクリックします。以上で平成 28 年度

地域区分の設定が完了です。 
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すでにすでにすでにすでに 4444 月以降の予定を作成している場合月以降の予定を作成している場合月以降の予定を作成している場合月以降の予定を作成している場合    

  

 

すでに４月以降の予定を作成されている場合、以

前の地域単価で計算がされています。 

 

必ず、事業所台帳にて平成 28 年度の地域区分を

設定した上、「放課後等デイサービス」「児童発達

支援」については、利用者毎に、入力画面で再計

算、登録を行ってください。 

 

「児童相談支援」については、実績入力画面で再

計算を行ってください。（全利用者一括して再計算

されます。） 

 

 

まだ４月以降の予定を作成していないの場合まだ４月以降の予定を作成していないの場合まだ４月以降の予定を作成していないの場合まだ４月以降の予定を作成していないの場合    

  

 

「通所支援（放課後等デイ・児童発達支援）につ

いては、地域区分を設定せずに予定/実績入力を行

い、登録を行った際に左記の入力エラーが表示さ

れます。事業所台帳にて平成 28 年度地域区分を

設定後、予定入力または実績入力画面にて「再計

算」を行った上、登録しなおしてください。 

 

  

注意！注意！注意！注意！    

注意！注意！注意！注意！    
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■ 平成 28 年度地域区分を設定せず請求書作成を行った場合 

  

 

「児童相談支援」にて請求書作成の際、上記エラーが表示されます。 

事業所台帳で地域区分を設定後、実績入力画面で台帳読込みを行い、請求書の再作成を行ってください。 

  

 

「通所支援（放課後等デイ・児童発達支援）」にて請求書作成の際、上記エラーが表示されます。 

事業所台帳で地域区分を設定後、実績入力画面で台帳読込みを行い、請求書の再作成を行ってください。 
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3.機能強化・機能追加 
 

 

3-1. 複数指定印刷(記録票/提供票) 

 

 記録票/提供票を印刷する時に、利用者を複数指定できる機能を追加いたしました。この機能を追加し

たことにより、記録票/提供票印刷時には印刷条件指定画面が追加されています。 

 

■印刷条件指定画面 

 

 （居宅介護）     （通所支援） 

  

 

項目 説明 

出力の種類 チェックを付けている項目を印刷します。規定値では全てにチェックが付

いています。 

条件入力 提供月 印刷する該当月を指定します。 

利用者指定 利用者検索画面で指定している最初の利用者名(ID 順)が表示され、複数指

定している場合は合計利用者数が表示されます。 

並び替え ID 順、かな順で並び替えます。 

クリア 条件をクリアする際に使用します。 
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■利用者検索画面(利用者を複数指定できる画面) 

 

 

項目 説明 

並び替え ID 順、カナ順で並び替えます。 

障害種別 選択した区分の利用者のみ表示します。 

フリガナ 指定したフリガナの利用者のみ表示します。 

中止利用者を表示 中止利用者を表示します。 

移動支援対象のみ 移動支援対象者のみ表示します。 

通所支援対象のみ 通所支援対象者のみ表示します。 

全件選択 画面に表示されている全ての利用者の指定部分にチェックを付けます。 

全件解除 画面に表示されている全ての利用者の指定部分のチェックを外します。 

リセット 全ての利用者の指定部分のチェックを外します。 
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＜仕様説明＞ 

 

 

① 利用票/提供票入力画面で印刷(F8)をクリッ

クすると印刷条件指定画面が表示されます。 

利用票/提供票を作成中であれば、その提供月

と利用者が選択されていますので、利用者指

定の  をクリックします。 

  

 

② 利用者指定の  をクリックすると左図のよ

うに利用者指定画面が表示されます。印刷を

行いたい利用者の指定部分にチェックを付け

決定をクリックします。 

  

 

③ 利用者指定部分には、チェックを付けた利用

者の中で最小 ID 利用者が表示され、利用者名

の横にチェックを付けた利用者の総数が表示

されます。指定した利用者に応じた、出力の

種類で指定している物を印刷することができ

ます。 
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3-2. 取込時の上書き防止 

 

  

記録票実績入力や提供票実績入力の取込を行う画面に、「再取込を許可する」の項目を追加しました。こ

の機能により、誤ってデータを再取込みしてしまうのを防ぐことができます。 

■訪問介護日報予定入力画面   

  

左図のように、既に取り込み済みの利用者に対して

取込を行うと入力エラーが表示されるようになっ

ています。 

再度取込を行う必要がある場合は、□再取込を許可

するにチェックを付けることにより取込を行うこ

とができます。 
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3-3. 選択行削除の追加 

 

日報入力画面にて、サービス内容の削除を行う際に個別に行を選択して削除ができるよう改善しまし

た。居宅介護（利用者別入力・担当者別入力）にて利用ができます。 

 

＜選択削除方法＞ 

 

① 日報入力画面に「□選択削除」の項目が追加さ

れています。 

  

 

② 「□選択削除」にチェックを付けると指定部分

が表示されますので削除したい行を選択しま

す。選択した後、削除(F4)をクリックすると指

定している行が削除されます。 

  

 

 

 

  

選択削除を指定せずに削除(F4)をクリックすると、これまで通り指定している利用者の日報がすべて削

除されてしまいますのでご注意ください。 

  

 

 

  

注意！！ 
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3-4. 請求区分等の表示 

 

日報入力画面（居宅介護）にて、請求区分等の情報を表示しました。これにて、一覧画面にて各明細

の詳細を確認することができるようになりました。 

「請求」には「通常（通常請求）」「同行（同行訪問）」をいずれかを表示します。 

「取」は取込対象の場合に、「緊」が緊急加算を算定している場合にチェックが表示されます。 
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3-5. 課税区分に対象外を追加 

 

枠外入力の課税対象の有無において、課税・非課税の他に、対象外を追加しました。 

いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、解約に伴う事務手数料(課税)としての性格のものと、解

約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金(対象外)としての性格のものがある為です。 

 

枠外項目マスタ 記録票実績入力（枠外入力） 
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3-6. 費用負担者等の追加 

 

利用者負担の請求先が本人と異なる場合等に対応するため、請求書請求先の項目を追加しました。 

費用負担者を設定するにチェックを入れることで、利用者への請求書やタックシールの宛名に、請求

書請求先に記載した情報で表記することが可能になりました。 

 

  
 

■ 請求書の送付先については、利用者負担請求書領収書に反映されます。 

 

（費用負担者を設定するにチェックしていない） 

  

 

（費用負担者を設定するにチェックしている） 

  

利用者台帳の住所、利用者名が表示される。 請求書請求先に入力した、住所、氏名が表示される 
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 マスタ印刷にてタックシールを印刷する際に、宛名を選択することができるようになりました。 

児童の利用者の場合に、宛先を保護者名にするのか児童名にするのかを選択できます。また、利用者以

外に費用負担者を設定した場合はその費用負担者宛にすることもできます。 

 

 

 

項目 説明 

利用者宛（児童は保護者等宛） 児童の宛名を保護者にする場合はこちらを選択します。費用負担

者を設定していても、利用者名を表記します。 

児童宛（児童以外は利用者宛） 児童の宛名を児童宛にする場合はこちらを選択します。費用負担

者を設定していても、児童名を表記します。 

費用負担者（未設定時は利用者宛） 利用者以外に費用負担者を設定し、費用負担者宛にする場合はこ

ちらを選択します。 
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3-7. 各種帳票の A3 縦サイズ対応 

 

各種帳票において A3 縦サイズの印刷に対応しました。これまで 2 枚に分かれていた内容も A3 縦の 1

枚で確認することができます。 

※A3・縦サイズで印刷できる種類のみ帳票サイズを選択できます。 

 

 

 

 

A3 縦サイズでの印刷に対応している帳票は以下の通りです。 

居宅介護 通所支援 

・月間利用者状況表 

 ・月間スケジュール（利用者・担当者） 

 ・訪問スケジュール一覧 

 ・提供スケジュール一覧 

 ・利用者別負担金集計表 

 ・障害支援区分別負担金集計表 

 ・売上明細表（利用者別・サービス別） 

 ・売上月報 

 ・売上推移表（利用者別・サービス別） 

 ・売上順位表（利用者別・サービス別） 

・月間利用者状況表 

・利用者別負担金集計表 
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3-8. 担当者会議資料会議出席者の入力数増加 

 

計画相談支援/児童相談支援のサービス担当者会議資料の出席者数及び、所属の入力数を増加しました。

出席者について 6 名から 12 名までの入力が可能になりました。 

 

■Ver.5.2.2.0 以前 ■Ver.5.3.0.0 以降 
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3-9. 計画書の次回計画見直し日 

 

サービス等利用計画や、居宅介護計画書、移動支援計画書等、計画書作成部分に「次回計画見直し

日」を追加しました。 

この機能を追加したことにより、計画書事自体に有効期限を設けさせ、計画書の見直し忘れを防止す

ることができます。 

 

  

① 計画書作成画面に「次回計画見直し日」を追加

しています。ここに入力した日付が計画書の有

効期限として判断されます。 

  

 

② 参照(F5)をクリックして表示されるデータ参

照画面に「□次回計画見直し日チェック」の項

目が追加されています。ここにチェックを付け

ることにより、「次回計画見直し日」で入力し

た日付に対しての期限を色分けで確認するこ

とができます。 
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3-10. 作成ファイル名変更時のチェック 

 

給付費請求書・提供実績記録票、上限管理結果票を作成する際に、既定のファイル名を変更した場合

に変更した旨を警告するように変更しました。これにより、意図せずファイル名を誤って変更してしま

わないように確認することができます。 

 

 

（給付費請求書・提供実績記録票） （上限管理結果票） 
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3-11. 利用者負担請求書・合計請求書における変更点 

 

利用者負担請求書において、これまでの様式とは別に、「請求書＋請求書（控）」、「領収書＋領収書（控）」

の様式を追加しました。それに伴い、これまでの様式についても名称を変更しました。 

システム設定の全般設定①の「利用者負担金請求書/領収書」の印刷様式で変更することができます。 

 

 

 

項目 説明 

介護 1-単票様式 「請求書」「領収書」をそれぞれ A4 用紙で 1 枚ずつ出力す

る様式です。 

2-請求書領収書セット様式 「請求書」＋「領収書」を A4 用紙で出力する様式です。 

 3-窓付）請求領収書セット様式 「窓付封筒対応請求書」＋「領収書」を A4 用紙で出力す

る様式です。 

4-控セット様式 （新規追加）「請求書」＋「請求書（控）」を A4 用紙で出

力する様式です。 

5-窓付）控セット様式 （新規追加）「窓付封筒対応請求書」＋「請求書（控）」を

A4 用紙で出力する様式です。 
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（控えセット様式） （窓付）控えセット様式） 

  

 

また、以下の点を変更しています。 

・明細欄に保険分と枠外分を区別して表記「4-窓付）請求領収セット様式、6-窓付）控セット様式」

に限ります。 

・課税区分に対象外を追加（3-5 課税区分に対象外を追加参照） 

・費用負担者の表記（3-6 費用負担者等の追加参照） 

 

 

  

保：介護保険 

枠：枠外 

非：非課税 

課：課税 

—：対象外 
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3-12. バックアップの確認 

 

 これまでバックアップのできない子機でもバックアップの確認メッセージが表示されていました。バ

ックアップがとれない子機でこのメッセージは不要とし、子機で介五郎を終了した際にはバックアップ

の確認メッセージが表示されないように改善いたしました。 

バックアップの確認メッセージは親機でのみ表示されます。 
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3-13. SQLServer の再起動 

 

 介五郎の親機介五郎の親機介五郎の親機介五郎の親機を起動すると、「「「「SQLServeSQLServeSQLServeSQLServerrrr が存在しないか、アクセスが拒否されました。」が存在しないか、アクセスが拒否されました。」が存在しないか、アクセスが拒否されました。」が存在しないか、アクセスが拒否されました。」と例外エ

ラーが表示される場合があります。この場合、これまでは SQL 構成マネージャーより SQLServer を手

動で開始させる必要がありましたが、介五郎の上で SQLServer の起動を実行できるメニューを追加し

ました。この機能は介五郎の親機でのみ有効です。この機能は介五郎の親機でのみ有効です。この機能は介五郎の親機でのみ有効です。この機能は介五郎の親機でのみ有効です。 

   

＜再起動方法＞ 

 

 

① 介五郎の親機にて、左図のエラーメッセージが

表示された場合、いいえ(N)をクリックします。 

※エラーメッセージは複数回表示される場合

もあります。 

  

  

② エラーメッセージの表示が消えれば、画面上部

のメニューより、ツール(T)-SQLServer の再

起動(R)をクリックします。 

  

 

③ SQLServer の再起動画面が表示されますの

で開始ボタンをクリックします。 

※現在の状態が開始中である場合、開始ボタン

ではなく、再起動ボタンで表示されます。 

  

 

④ 処理確認メッセージが表示されますので  

はい(Y)をクリックします。 
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⑤ 左図のようにコマンドプロンプト画面が表示

され、問題なければサービスは正常に開始され

ましたと表示されます。メッセージに従い、何

かキーを押してください。 

  

 

⑥ 処理完了のメッセージが表示されますので

OK をクリックします。 

  

 

⑦ 処理が完了すると介五郎が自動的に再起動さ

れたら処理が完了となります。 

 

 

 

  

 

親機の介五郎は正常に起動しているが、子機の介五

郎で「「「「SQLServeSQLServeSQLServeSQLServerrrr が存在しないか、アクセスが拒が存在しないか、アクセスが拒が存在しないか、アクセスが拒が存在しないか、アクセスが拒

否されました。」否されました。」否されました。」否されました。」と表示される場合は、ネットワー

クの問題や、セキュリティ対策ソフト等のファイア

ウ ォ ー ル が 通 信 を ブ ロ ッ ク し て い る 等 、

SQLServer 以外の問題が考えられます。よって子

機側では再起動の機能は使用できないです。 

  

 

 

 

 

注意！！注意！！注意！！注意！！    
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